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提  案  理  由 
 

承認第１号 

専決第１号 

専決処分したものにつき承認を求めることについて 

令和６年度養父市一般会計補正予算（第８号）の専決処分につい

て 

 

  理  由 本件は、今冬の積雪に伴う除排雪作業量の増により予算に不足が

生じる見込みのため、養父市一般会計予算について補正措置をする

必要が生じたが、市議会を招集する時間的余裕がなかったので、「令

和６年度養父市一般会計補正予算（第８号）」を地方自治法（昭和22

年法律第67号）第179条第１項の規定により、専決処分したことに対

し、同条第３項の規定により承認を求めるものである。 

 

議案第２号 令和７年度養父市一般会計予算 

 

議案第３号 

 

令和７年度養父市国民健康保険特別会計予算 

 

議案第４号 

 

令和７年度養父市養父歯科診療所特別会計予算 

 

議案第５号 

 

令和７年度養父市後期高齢者医療特別会計予算 

 

議案第６号 

 

令和７年度養父市介護保険特別会計予算 

 

議案第７号 

 

令和７年度養父市水道事業会計予算 

 

議案第８号 

 

令和７年度養父市下水道事業会計予算 

 

  理  由 上記７件は、令和７年度の予算を定めるため、議会の議決を求め

るものである。 

 

議案第９号 養父市地域自治組織の運営等に関する条例の制定について 

 

  理  由 本件は、地域自治組織、市民及び市の役割を明らかにすることに

より、地域自治組織の活発な活動の促進を図り、市民が安心かつ充

実して暮らすことができる、自主的・主体的な地域づくりを推進す

るため、本条例を制定するものである。 

なお、施行日は、令和７年４月１日からである。 

 

議案第10号 養父市乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条

例の制定について 
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  理  由 本件は、子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律（令和６

年法律第47号）が公布され、令和７年４月１日から施行されること

に伴い、児童福祉法（昭和22年法律第164号）第34条の16第１項の規

定に基づき、市の条例で乳児等通園支援事業の設備及び運営に関す

る基準を定めるため、本条例を制定するものである。 

なお、施行日は、令和７年４月１日からである。 

 

議案第11号 刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する

条例の制定について 

 

  理  由 本件は、刑法等の一部を改正する法律（令和４年法律第67号）が

公布され、令和７年６月１日から施行されることに伴い、懲役及び

禁固刑が新たに拘禁刑として単一化されるため、関係する条例につ

いて、所要の改正を行うものである。 

なお、施行日は、令和７年６月１日からである。 

【改正する条例】 

○養父市職員の給与に関する条例（平成16年養父市条例第54号） 

○養父市消防団員の定員、任免、報酬、服務等に関する条例（平成

16年養父市条例第274号） 

○養父市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例（平

成16年養父市条例第276号） 

○養父市議会の個人情報の保護に関する条例（令和５年養父市条例

第１号） 

 

議案第12号 養父市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の制定につ

いて 

 

  理  由 本件は、令和６年人事院勧告に伴い、関係する条例について、所

要の改正を行うものである。 

なお、施行日は、令和７年４月１日からである。 

【改正する条例】 

○養父市職員の給与に関する条例（平成16年養父市条例第54号） 

○養父市一般職の任期付職員の採用等に関する条例（平成25年養父

市条例第30号） 

○養父市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例（令和

元年養父市条例第６号） 

 

議案第13号 養父市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例

及び養父市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例の

制定について 

 

  理  由 本件は、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の
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福祉に関する法律及び次世代教育支援対策推進法の一部を改正する

法律（令和６年法律第42号）が公布され、一部を除き令和７年４月

１日から施行されることに伴い、関係する条例について、所要の改

正を行うものである。 

なお、施行日は、令和７年４月１日等からである。 

【改正する条例】 

○養父市職員の勤務時間、休暇等に関する条例（平成16年養父市条

例第40号） 

○養父市職員の育児休業等に関する条例（平成16年養父市条例第41

号） 

 

議案第14号 地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に

関する条例の一部を改正する条例の制定について 

 

  理  由 本件は、令和６年人事院勧告を受けて制定された、一般職の職員

の給与に関する法律等の一部を改正する法律（令和６年法律第72号）

の施行により、地方公務員法の一部を改正する法律（令和３年法律

第63号）の附則の一部が改正されたことに伴い、条ずれが生じてい

ることから、所要の改正を行うものである。 

なお、施行日は、令和７年４月１日からである。 

 

議案第15号 養父市基金条例の一部を改正する条例の制定について 

 

  理  由 本件は、養父市立全天候運動場が平成24年４月に兵庫県から譲渡

された際に、12年間分の指定管理料相当額として交付された譲渡交

付金を積立てていた、養父市立全天候運動場管理運営基金の残高が

０となることから、同基金を廃止する改正を行うものである。 

なお、施行日は、令和７年４月１日からである。 

 

議案第16号 養父市附属機関の設置等に関する条例の一部を改正する条例の制定

について 

 

  理  由 本件は、設置期間が１年以内の附属機関について、常設の附属機

関として設置するため、所要の改正を行うものである。 

なお、施行日は、令和７年４月１日からである。 

【新たに追加する附属機関】 

○養父市地域公共会社検証委員会 

○養父市大規模事業評価委員会 

○養父市指定管理者選定委員会 

○養父市輝く女性活躍賞審査会 
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議案第17号 養父市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例の制定に

ついて 

 

  理  由 本件は、非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令の

一部を改正する政令（令和７年政令第37号）が公布され、令和７年

４月１日から施行されることに伴い、非常勤消防団員等の補償基礎

額を引き上げるなど、所要の改正を行うものである。 

なお、施行日は、令和７年４月１日からである。 

【改正内容】 

○非常勤消防団員の補償基礎額の引き上げ 

○消防作業従事者等に係る補償基礎額の最低額及び最高額の引き上

げ 

○扶養に係る補償基礎額の加算額の改正 

 

議案第18号 養父市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の一部

を改正する条例の制定について 

 

  理  由 本件は、消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律施行

令の一部を改正する政令（令和６年政令第394号）が公布され、令和

７年４月１日から施行されることに伴い、消防団員退職報償金支給

額表の勤続年数区分に、新たに「35年以上」の区分を追加し、階級

ごとにその支給額を規定する改正を行うものである。 

なお、施行日は、令和７年４月１日からである。 

 

議案第19号 養父市大屋デイサービスセンター設置及び管理条例を廃止する条例

の制定について 

 

  理  由 本件の養父市大屋デイサービスセンターは、平成元年の開設から

高齢者の福祉の増進を図るため、指定管理者を指定するなどして運

営を行ってきたが、建築から35年以上が経過し設備等の老朽化が進

み運営に支障を来している状況から、指定管理の終了とともに当施

設での通所介護事業を終了するため、条例を廃止するものである。 

なお、施行日は、令和７年４月１日からである。 

 

議案第20号 養父市関宮高齢者総合保健福祉センター設置及び管理条例の一部を

改正する条例の制定について 

 

  理  由 本件の養父市関宮高齢者総合保健福祉センターは、平成６年の開

設から高齢者の福祉の増進を図るため、指定管理者を指定するなど

して運営を行ってきたが、建築から30年以上が経過し設備等の老朽

化が進み運営に支障を来している状況から、指定管理の終了ととも

に当施設での通所介護事業を終了するため、条例から当該施設を削
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除するものである。 

なお、施行日は、令和７年４月１日からである。 

 

議案第21号 養父市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等

に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関

する条例の一部を改正する条例の制定について 

 

  理  由 本件は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利

用等に関する法律（平成25年法律第27号）に規定された事務のほか、

同法第９条第２項の地方公共団体が独自に条例で定める事務の実施

等に伴い、所要の改正を行うものである。 

なお、施行日は、令和７年４月１日からである。 

【改正内容】 

養父市福祉医療費助成条例等に基づく医療費の助成に関する事務

を特定個人番号利用事務に追加するもの等 

 

議案第22号 養父市市営住宅設置及び管理条例の一部を改正する条例の制定につ

いて 

 

  理  由 本件は、平成30年に決定した「市営住宅の戸数適正化・活用・維

持管理費縮減の方針」において募集停止と位置付け、入居者が退去

され次第、解体する方針としていた市営住宅加保団地について、公

営住宅としての用途廃止を行うため、条例から当該施設を削除する

ものである。 

なお、施行日は、公布の日からである。 

【廃止する施設】 

○加保団地（養父市大屋町加保138番地１） 

 

議案第23号 養父市布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道技術管理

者の資格基準に関する条例の一部を改正する条例の制定について 

 

  理  由 本件は、生活衛生等関係行政の機能強化のための関係法律の整備

に関する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する

政令（令和６年政令第102号）及び生活衛生等関係行政の機能強化の

ための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う厚生労働省関係省

令の整理等に関する省令（令和６年厚生労働省令第65号）がそれぞ

れ公布され、一部を除き令和７年４月１日からそれぞれ施行される

ことに伴い、所要の改正を行うものである。 

なお、施行日は、令和７年４月１日からである。 

【改正内容】 

○布設工事監督者の資格の改正 

○水道技術管理者の資格の改正 
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議案第24号 養父市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ど

も・子育て支援施設等の運営に関する基準を定める条例の一部を改

正する条例の制定について 

 

  理  由 本件は、母体保護法施行規則等の一部を改正する内閣府令（令和

５年内閣府令第86号）が公布され、特定教育・保育施設及び特定地

域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する

基準（平成26年内閣府令第39号）が一部改正されたことに伴い、当

該基準を定める条例について、所要の改正を行うものである。 

なお、施行日は、令和７年４月１日からである。 

【改正内容】 

○標識等について書面の掲示に加え、インターネットを利用した公

衆の閲覧を追加 

○技術的中立性を明らかにする観点から、特定の記録媒体ではなく

「電磁的記録媒体」に改正 

 

議案第25号 養父市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例

の一部を改正する条例の制定について 

 

  理  由 本件は、児童福祉施設の設備及び運営に関する基準及び家庭的保

育事業等設備及び運営に関する基準の一部を改正する内閣府令（令

和６年内閣府令第18号）が公布されたことに伴い、当該基準等を定

める条例について、所要の改正を行うものである。 

なお、施行日は、令和７年４月１日からである。 

【改正内容】 

○各種施設の基準において「栄養士」の配置等を求めている部分に

つき「管理栄養士」を追加 

○満３歳児以上の児童に係る保育士及び保育従事者の配置基準の改

正 

 

議案第26号 養父市都市公園条例の一部を改正する条例の制定について 

 

  理  由 本件は、令和６年度において試行的に運用していた八鹿総合体育

館の空調利用方法及び利用料金などについて、令和７年度から本格

的に運用することに伴い、所要の改正を行うものである。 

なお、施行日は、令和７年４月１日からである。 

【改正内容】 

冷暖房費の使用料を、使用料の５割加算とするもの 

 

議案第27号 中間・栗ノ下辺地総合整備計画の変更について 
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  理  由 本件は、中間・栗ノ下辺地総合整備計画を変更したいため、辺地

に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する

法律（昭和37年法律第88号）第３条第８項において準用する同条第

１項の規定により、議会の議決を求めるものである。 

【変更内容】 

○杉の界橋整備事業：事業費の増額、事業年度の延長 

 

議案第28号 熊次辺地総合整備計画の変更について 

 

  理  由 本件は、熊次辺地総合整備計画を変更したいため、辺地に係る公

共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律（昭

和37年法律第88号）第３条第８項において準用する同条第１項の規

定により、議会の議決を求めるものである。 

【変更内容】 

○市道大久保１号線道路改良事業：事業費の増額、事業年度の延長 

 

議案第29号 財産の無償譲渡について 

 

  理  由 本件は、関宮地内に配置していた消防用小型動力ポンプを廃止し

たことに伴い、関宮第４分団（相地）格納庫を公用に供する必要が

なくなったことから、養父市公共施設等総合管理計画に基づき、相

地区と協議を行った結果、合意形成が図られたため、無償譲渡しよ

うとするものである。 

【譲渡内容】 

○譲渡する財産：養父市消防団関宮第４分団（相地）格納庫 

○譲渡の相手方：相地区 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


